
一般社団法人全国警備業協会関係 

 加盟会員専用  お知らせ （令和７年度№１０） 

 下記のとおりのお知らせがありましたので参考にして下さい。 

 

別添１ 地方公共団体の発注における適切な価格転嫁の実現に向けた低入札価格調査

制度・最低制限価格制度の適切な運用等に関する総務省通達について 

別添２ 公共工事の円滑な施工確保に関する総務省並びに国土交通省連名通達について 

 

 

別添３ 建設工事における交通誘導警備員の適正な労務費及び賃金支払いの確保につ

いて（周知依頼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全警協発第２号 

令和８年１月８日 



 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

地方公共団体の発注における適切な価格転嫁の実現に向けた 

低入札価格調査制度・最低制限価格制度の適切な運用等に関する総務省通達について 

（参考送付） 

 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 さて、令和７年 12 月 16日、総務省自治行政局行政課長等から各都道府県会計管理

者等に対し、みだしの通達（別添のとおり）が発出されておりますので、ご参考まで

にお送りいたします。 

 ご案内のとおり、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の導入拡大・活用等に

つきましては、令和７年 10月 23日付文書（全警協発第 185号「地方公共団体への要

望活動の参考資料について」）により、各都道府県警備業協会に対し、所要の要望活

動をされますようお願いをしているところでありますが、別添の総務省通達は、その

運用等について、具体的に記述されているものであります。 

 つきましては、業務ご多忙のところ誠に恐縮ですが、管内加盟員にご周知いただき

ますようお願い申し上げます。 

 謹 白 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



全警協発第３号 

令和８年１月８日 

 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

 

公共工事の円滑な施工確保に関する総務省並びに国土交通省連名通達について 

（参考送付） 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 さて、令和７年 12 月 17日、総務省自治行政局長並びに国土交通省不動産・建設経

済局長の連名により、各都道府県知事等に対し、みだしの通達（別添のとおり）が発

出されておりますので、ご参考までにお送りいたします。 

 つきましては、業務ご多忙のところ誠に恐縮ですが、管内加盟員にご周知いただき

ますようお願い申し上げます。 

 謹 白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



全警協発第 15 号 

令和 8年 1月 16日 

 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

建設工事における交通誘導警備員の適正な労務費及び 

賃金支払いの確保について（周知依頼） 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 さて、この度、みだしの件につきまして、警察庁生活安全局生活安全企画課長から

当協会会長に対し、別紙文書のとおり周知依頼がございました。 

本周知依頼は、令和７年 12月２日、中央建設業審議会において、改正建設業法（令

和６年６月 14日公布※１）に基づく「労務費に関する基準」が勧告（別紙文書の別添

１）され、併せて、「建設工事における交通誘導警備員の基準値（別紙文書の別添

２）※２」（以下「交通誘導警備員基準値」という）が策定され、同月 12日に改正建

設業法が施行されたことを受けて、依頼されたものであります。 

 「交通誘導警備員基準値」は、数値は公共工事設計労務単価（令和７年度）と同様

でありますが、適正な労務費が、公共工事・民間工事に関わらず、受発注者間、元請

－下請間、下請間の全ての段階において確保され、技能者の賃金として支払われるこ

とを目的として策定されたものであります。従って、毎年公表される公共工事設計労

務単価とは、目的・内容が異なるものであり、建設工事における交通誘導警備員の適

正な労務費（賃金の原資）の確保及び賃金支払いの実効性が確保されることが重要と

なります。 

 つきましては、業務ご多忙のところ誠に恐縮ですが、本趣旨を御理解の上、管内加

盟員に対し、本依頼文を周知していただくとともに、各加盟員において、建設工事に

おける交通誘導に従事した警備員への適正な賃金の支払い等について、「『労務費に

関する基準』の運用方針（別紙文書の別添３）」に沿った対応をとっていただき、建

設工事における交通誘導警備員の適正な労務費の確保と賃金の支払いが確保されます

よう、併せて周知をお願い申し上げます。 

 また、「交通誘導警備員基準値」が勧告されたことを受け、別紙文書に記載のとお

り、本年 12月９日に警察庁から国土交通省に対し、「貴省所管の建設業界団体等に対

し、交通誘導警備員の適正な労務費（賃金の原資）の確保と支払いの徹底を周知して

いただき、建設業法の枠組みにおいても実効性を確保するとともに、適正取引等が推

進されますようお願いいたします。」が盛り込まれた通知（別紙文書の別添４）がな

されています。加えて、同月 10日に国土交通省から各地方整備局等建設業担当部局

長、各都道府県建設業担当部局長、各都道府県総務部長（市区町村担当課、財政担当

課、入札契約担当課扱い）・議会事務局長（議会事務局扱い）、各指定都市総務局長

（財政担当課、入札契約担当課扱い）・議会事務局長（議会事務局扱い）、各省各庁

公共工事発注担当課長・特殊法人等所管担当課長、建設業団体の長、民間発注者団体

の長及び建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会構成団体宛てに対し、「建



設工事における交通誘導警備分の労務費に係る適正な労務費の確保と警備業者への支

払い」が盛り込まれた通知（別紙文書の別添５、Ｐ10（10））がなされています。 

 これら２つの通知は、今後、交通誘導警備業務を実施している加盟員が、発注者か

ら交通誘導警備員の適正な労務費（賃金の原資）を確保するための後押しをしてくれ

る内容となっておりますので、併せて周知をお願い申し上げます。 

 なお、本件に関する詳細な内容につきましては、令和８年１月 29日（木）、下記に

よりＷｅｂセミナーを開催し、警察庁、国土交通省等からご説明をさせていただくこ

ととしておりますので、併せて周知をお願い申し上げます。 

 謹 白 

記 

 

１ 日時 

  令和 8年 1月 29 日（木） 14時から 16時 

 

２ 参加対象者 

  Webセミナーへの参加を希望する加盟員 

  ※ 各都道府県協会事務局の聴講も可能です。 

  ※ システムの都合上、定員に限りがあります。 

 

３ 講師 

  ○ 警察庁及び国土交通省担当官 

  ○ 松尾 浩三 氏 

（一社）全国警備業協会 理事 

    （一社）岡山県警備業協会 会長 

３ 開催方法 

  Cisco Webex Events により実施 

 

４ 参加方法 

  下記 URLにアクセスし、必要情報を入力の上、登録をお願い致します。 

https://ajssa2.webex.com/weblink/register/r73705f3b715f11315ee68805dad55e8f 

  
 

  登録すると、メールが送られてきますので、当日になりましたらメール

の「ウェビナーに参加する」（表示されない場合は「ウェビナーのリン

ク」）から参加をお願い致します。 

 

５ 資料 

  セミナー資料等については、当日午前中まで下記 URLに格納致します。 

  ※ ダウンロード期限は令和 8年 2月 9日（月）となります。 

https://apps.rd.rinfra.ricoh.com/public/GyWUQA7huw8A6bMBQFybWDaR_ADWnpKt3lkY 

 

https://ajssa2.webex.com/weblink/register/r73705f3b715f11315ee68805dad55e8f
https://apps.rd.rinfra.ricoh.com/public/GyWUQA7huw8A6bMBQFybWDaR_ADWnpKt3lkY


６ 注意点 

（１）回線の都合、システムの不具合等により、「Web配信を視聴できない」などが

あるかもしれませんが、ご了承くださいますようお願い致します。 

（２）当日は事前登録いただいたメールアドレスをご入力下さい。 

   

 以 上  

 

＜参考資料＞ 

※１ 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の

一 

   部を改正する法律（令和６年６月１４日公布） 

※２ 労務費に関する基準ポータルサイト https://roumuhi.mlit.go.jp/ 
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以下省略 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
以下省略 



 
 

 


